
羽島市営斎場予約システム利用者登録申請・予約フォームの入力方法 
（利用者登録を行っていない葬祭事業者向け） 

 

令和８年７月１日（水）の火葬分から、羽島市営斎場予約システム（以下「システム」と

いう。）を利用した予約を開始しました。 

利用者登録を行っていない葬祭事業者が羽島市営斎場の予約を行う場合は、専用フォーム

からシステムの利用者登録申請と斎場予約を同時に行っていただきます。 

手順は以下のとおりです。 

１．予約の流れ 

⑴羽島市役所に電話し、専用フォームの利用に必要な情報を確認する 
 平日の開庁時間（午前８時４５分から午後４時４５分）は生活環境課、それ以外の時間帯

は宿直または日直に電話をお願いします。 

 専用フォームの利用にはユーザー名およびパスワードが必要になりますので、その情報を

お伝えします。 

 なお、ユーザー名およびパスワードの使用は一度限りとなります。次回以降の予約時は利

用者登録が完了した際に通知する情報を使用し、システムから予約を行ってください。 

⑵専用フォームで利用者登録申請および斎場予約を行う 
 専用フォーム（https://06cb6cfc.viewer.kintoneapp.com/public/hashimacity-saijo-

yoyaku-touroku）にアクセスすると、以下の認証画面が表示されます。 

 
 電話でお伝えしたユーザー名およびパスワードを入力し、認証を行ってください。 

 ログインが完了すると、カレンダー画面が表示されます。 

 

希望の日時を選択 

https://06cb6cfc.viewer.kintoneapp.com/public/hashimacity-saijo-yoyaku-touroku
https://06cb6cfc.viewer.kintoneapp.com/public/hashimacity-saijo-yoyaku-touroku


 火葬を行いたい日の希望の時間を選択し、使用日と火葬時間に間違いがないか確認したう

えで「予約する」ボタンをクリックしてください。 

 
 フォームが表示されるので、必要事項を入力してください。 

使用日と火葬時間に誤りがないか必ずご確認ください。 

死亡者の居住地は、住民登録のある住所地

となります。住民登録が市外で、介護保険

被保険者証が羽島市で発行されている場合

は「介護特例」を選択してください。 

介護特例を選択した場合は、死亡届の提出

時に有効期間内の介護保険被保険者証を必

ずご持参ください。確認ができない場合は

市外料金となります。 



 

 
 

 死亡者および使用者（届出人）の情報を入力する際は、死亡届に記載のとおり正確に入力

してください。届出人と喪主が異なる場合は、喪主氏名欄に喪主様の氏名を入力してくださ

い。 

 おくやみ掲載は、新聞のおくやみ欄への掲載の有無となります。亡くなった方の住民登録

が市外の場合は「しない」を選択してください。 

 待合室を使用する場合は、使用する待合室を選択します。他の予約と待合室が重複した場

合は、別の待合室をご案内する場合があります。その場合は、死亡届のご提出時にお伝えし

ます。 

 斎場の遺体保管施設を使用する場合は、あらかじめ斎場と搬入時間をご相談ください。 

 

 

 

  



 ここからは、事業者情報を入力してください。 

 

 
 

商号又は名称、代表者職氏名、申請者所在地、ホーム

ページ URLは本社の情報を入力してください。 

葬儀社名、葬儀社名よみがな、葬儀社連絡先、葬儀社

所在地、FAX番号は、今回登録を行う葬儀場（支店）

の情報を入力してください。 

「確認」ボタンを押すと、内容確認の画面が表示されます。 

内容が正しければ、「送信」ボタンを押してください。 



⑶自動返信メールの確認 

 フォームの送信が完了したら、以下のような自動返信メールが送信されます。 

 

 自動返信メールが届かない場合は、予約が完了していない可能性があります。 

 迷惑メール等に分類されていないか確認の上、それでも届いていない場合は生活環境課ま

でお問い合わせください。 

  

２．届出の提出及び乗入連絡表の入力 

斎場予約が完了したら、市民課又は日直の窓口で届出等の手続きを行い、予約前日の１６

時までに乗入連絡表（https://d05aafb2.form.kintoneapp.com/public/hashimacity-saijo-

noriire）のフォーム入力をお願いします。 

 

承認番号を入力後、検索ボタンを押し

てください。 



 

 

 

 

焼香や拝顔の有無等、事前に斎場に伝えておきたい事項があ

りましたら入力してください。 

収骨の何分前からロビーを使用

されるか選択できます。 

火葬時間の 15分前に到着できるよう出棺

時間を設定してください。 80 



 

 

 申請者の種別を選択すると、以下に予約時の情報が表示されます。 

 

 

柩サイズは 

長さ 195cm×高さ 50cm×幅 65cm が上限です。 

これを超える場合は、事前に市営斎場にご相談の上、上

記のサイズを入力してください。 

正確なサイズは「連絡事項」欄に入力してください。 

0 

担当者の情報を入力してください。 



 

 正常に回答が完了すると、以下のような自動返信メールが送信されます。 

 

  

登録内容が表示されます。 

誤りがある場合は、平日の開庁時間内（8：45～16：45）は生

活環境課へ、その他の時間は宿直又は日直へご連絡ください。 

使用日と火葬時間は変更できません。 

「確認」ボタンを押すと、内容確認の画面が表示されます。 

内容が正しければ、「送信」ボタンを押してください。 



３．予約の変更・取り消しについて 

火葬日時の変更・取り消し 

 火葬日時の変更・取り消しはやむを得ない事情を除き行うことができません。 

 そのため、以下のことを必ず遵守いただき、予約をお願いします。 

⚫ 死亡の事実が発生してから予約を行うこと 

⚫ 予約は１体につき１件とすること 

⚫ 死亡時刻から２４時間経過していることを確認のうえ予約を行うこと 

⚫ ご遺族の方と調整の上、日時を確定したうえで予約を行うこと 

 仮押さえ等は厳禁です。火葬日時の変更・取り消しはシステムの運用上非常に煩雑な事務

処理を要するため、変更・取り消しのないようご協力をお願いします。 

 なお、やむを得ない事情により予約の変更・取り消しが必要になった場合（例：警察等の

事案で要請があったとき等）のみ、変更・取り消しの対応を行うことがあります。その事実

が発生した場合は速やかに羽島市役所（平日の開庁時間内は生活環境課、休日及び夜間は宿

日直）までご連絡ください。 

火葬日時以外の変更 

 斎場予約に関して火葬日時以外の変更・修正がある場合（死亡者の氏名等）、届出提出時

にお申し出ください。市職員において予約内容の変更処理を行います。 

 なお、変更後の情報はメール送信されません。 

 

４．システム障害発生時について 

 何らかの原因により、システムの利用ができない場合、電話予約への切り替えを本市にお

いて判断し、メールによりお知らせします。 

システムメンテナンス時の予約について 

定期メンテナンスは月１回行われます（毎月第２日曜日、午前１時～午前７時予定）。 

 メンテナンスの時間帯に予約を行うと、正常に予約が完了しない可能性がありますので、

この時間帯の予約は可能な限りお控えください。 

 

 


